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滋賀県の人口は、1960年（S35）以降増え続け2008年（H20）には140万人に到達
自然増減では戦後増加が続いていたが、死亡者数が出生数を上回った。
社会増減では1968年（S43）以来転入超過であったが、2013年（H25）には転出超過に転じた。

社会増減

自然増減

滋賀県の人口推移



県内の高齢化状況と将来予測
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国立社会保障・人口問題研究所「将来推計人口」

65歳以上人口の将来推計



10年間で約15,000人増え、今後も増加！！
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滋賀県における認知症・MCIの高齢者数の推計
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・令和６年５月に国の研究班が発表した調査結果をもとに滋賀県の65歳以上の高齢者数を推計。
・2040年の認知症高齢者は約6万5千人、おおよそ7人に１人が認知症と推計される。
・また、MCI（軽度認知障害）を含めると約13万3千人、おおよそ３人に１人が認知症またはMCI（軽度認知障害）と推計される。



共生社会の実現を推進するための認知症基本法





認知症施策推進基本計画の概要







滋賀県における認知症に関連する計画について
・令和６年３月に策定した「レイカディア滋賀 高齢者福祉プラン」は、認知症基本法の趣旨を踏まえたもの。



レイカディア滋賀 高齢者福祉プランの概要（認知症関連）



都道府県認知症施策推進計画の策定に向けて

・「レイカディア滋賀高齢者福祉プラン」の改定のタイミングで必要な事項を盛り込み、都道府県計画に位置付けたい。
・プランの改定にあたっては、認知症の当事者や御家族の御意見をお聴きしながら進めることとしたい。

国の「認知症施策推進基本計画」
○ 都道府県計画の策定に当たっては、当該計画に定める内容が、介護保険事業（支援）計画等の既存の
行政計画に定める内容と重複する場合、これらを一体のものとして策定することは差し支えないものと
するなど、必要に応じて柔軟に運用できることとする。

○ 都道府県計画の策定・変更をする際には、あらかじめ、認知症の人及び家族等の意見を可能な限り広
く聴くよう努めるとともに、保健医療サービス及び福祉サービスを提供する者、公共交通事業者等、金
融機関、小売業者その他の日常生活及び社会生活を営む基盤となるサービスを提供する事業者、学識経
験を有する者、地域住民その他の関係者からも広く意見を聴くことが望ましい。

○ 都道府県計画は、医療計画、都道府県地域福祉支援計画、都道府県老人福祉計画、都道府県介護保険
事業支援計画その他の法令の規定による計画であって認知症施策に関連する事項を定めるものと調和が
保たれたもので なければならない。

（「都道府県計画・市町村計画の策定等について」より抜粋）

○ 令和６年３月に策定した「レイカディア滋賀 高齢者福祉プラン」は、既に認知症基本法の理念を踏
まえたものとなっていることから、次期プランの策定のタイミングで、国の認知症施策推進基本計画の
内容や認知症施策に関する動向など、必要な事項を盛り込むとともに、都道府県計画として位置付ける
こととしたい。

○ 次期プランの策定にあたっては、本審議会にお諮りすることはもちろんのこと、認知症の人やその家
族の意見を聴くなど、広く意見を聴いてまいりたい。

本県の対応方針



認知症を我が事ととしてとらえ、認知症を発症しても、希望と尊厳を
もって、認知症とともに、誰もが自分らしく安心して暮らし続けている。

しがの認知症施策の目指す姿

健康な「まちづくり」

医療・介護の充実

本人・家族を支える地域づくり

認知症の人を含めた全員が支え合い、
自分らしく暮らせる滋賀を目指す

認知症疾患医療センターの機能強化

医療・介護従事者向け研修

認知症フォーラムによる多職種連携促進・専門職の資質向上

・認知症サポーター養成講座の周知啓発

・認知症月間や県内イベントにおける
啓発活動

(仮称) しがの認知症オレンジプロジェクト

・市町による健康づくりや早期受診の
促進などの取組

当事者や企業等の意見を聴きながら施策展開を図る。

拡

拡 ・治療と仕事の両立支援に係る情報発信

・認知症カフェや介護者の会など仲間
づくり・交流の機会に係る一元的な情
報発信

・認知症の人や家族と企業等との意見
交換等の実施

・認知症の人や家族を支える企業・団体や個
人の優良取組を取り上げ、横展開を図る
（仮称）「認知症バリアフリー」地域づくり表彰

・権利擁護支援体制整備等の推進

・介護経験者による相談対応

新

■ その時々に応じて、必要な
医療・介護の支援が受けられる

■ 認知症の正しい理解の深化
■ 早期発見・早期対応により進行を緩やかにする

■ 居場所や活躍できる場所
がある

社会参加の促進

■ 地域住民が、認知症を理解し共に支え合う
■ 利用しやすいお店や施設がある

・ホームページやSNSによる情報発信

令和７年度 滋賀県の認知症施策の概要

知識・理解の深化
予防・早期発見のための体制充実



○ 県内の認知症高齢者数は、2025年に約4.8万人、2040年には約6.5万人と推計され、認知症高齢者の増加に伴って、誰もが認知症とともに
生き、誰もが介護者として関わる可能性がある。

○ 2024年1月に施行された認知症基本法は、認知症の日（9/21）および認知症月間（9月）が定められ、趣旨にふさわしい事業の実施が規
定されている。

○ 県民の認知症の知識・理解の深化を図るとともに、地域や企業が「認知症にやさしいまちづくり」を進める機運を醸成することにより、『認知症を我
が事としてとらえ、認知症を発症しても、希望と尊厳をもって、認知症とともに、誰もが自分らしく安心して暮らし続けていける滋賀県』を目指す。

１ 事業の目的

医療福祉推進課

令和７年度当初予算額：5,000千円（国2,500 ㊀2,500）／令和６年度当初予算額：1,050千円（国525 ㊀525）

認知症フェスタの開催

認知症の知識や理解の深化を目的に商業
施設で認知症フェスタを実施。

2,550千円

【取組方法】
• イベント
• 認知症の知識や
理解に関するパネ
ル展示、疑似体験、
簡易検査

• 啓発資材の配布

【実施主体】
県

【場所】
イオンモールやアルプラザ等の商業施設

びわ湖マラソンや国スポ・障スポ等の県内イ
ベントにおいて、認知症の知識・理解を啓発。
（イベント担当課と調整し、ブースを設置）
（企業や認知症の人と家族の会とコラボ）

県内イベントでの啓発活動
586千円

【実施主体】
県

【取組方法】
• 簡易検査、認知症疑似体験
• 認知症の人やその家族の参画
• パネル展示等

認知症月間（９月）を中心に、県内様々な場所
をオレンジに染める活動を呼びかけ、それぞれの取組
や趣旨を県HPやSNS、県広報等で紹介。

県内各地を「認知症オレンジ」に染める運動の推進
476千円

【実施主体】
• 県
• 市町や地域団体等に取組を呼びかけ、
趣旨に賛同いただいた団体等

【取組方法】
• オレンジライトアップ
• オレンジリングドレスアップ
• オレンジガーデニング

しがの認知症オレンジプロジェクト

2 事業の概要・スキーム

認知症バリアフリー 地域づくり推進事業


